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 為をいう。）が行われることがないと認められること。 

２ 自衛隊が当該保護措置（武器の使用を含む。）を行うこ

とについて、当該外国（国際連合の総会又は安全保障理

事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関

がある場合にあっては、当該機関）の同意があること。 

３ 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限

り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定す

る当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確

保されると見込まれること。 

 

（９）在外邦人等の輸送（隊法第 84 条の４） 

在外邦人等の輸送は、1991 年（平成３年）10 月 18 日の政府専用機検討委員会の決

定に基づき主として総理大臣等の輸送のほか、必要に応じて国際緊急援助活動及び国

際平和協力業務の実施のための輸送ができることとし、さらには、緊急時における在

外邦人の保護のための輸送ができるように自衛隊法に追加されました。 

 2013 年（平成 25 年）１月にアルジェリアで発生した邦人等に対するテロ事件を受

けて、車両による陸上輸送を実施できるように規定の追加等の改正が行われました。  

また、2021 年（令和３年）8 月のアフガニスタンからの邦人輸送の際、アフガニス

タンから退避させることができたのは希望した邦人 1 人と米国から依頼されたアフガ

ン人 14 人にとどまった。この結果、活動期限を迎えた自衛隊機が撤収したあとに日

本大使館や JICA に勤務する現地の協力者とその家族約 500 人が取り残されたことか

ら、そのような日本への協力者とその家族も輸送すべきとの批判が噴出したため、顕

在化した判断の遅れと我が国に協力する外国人の輸送も可能とするため、2022 年（令

和 4 年）４月に法改正がなされた。 

なお、輸送のために使用できる機材等は次のとおりです。 

①輸送のために使用している航空機 

②輸送に適した船舶 

③上記船舶に搭載された回転翼機 

④特に必要と認められるときは、当該輸送に適する車両 

根拠法規 規定する内容の抜粋 

隊法第 84 条の 4 

（在外邦人等の輸送） 

１ 防衛大臣は、「外務大臣から外国における災害、騒乱そ

の他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人

の輸送の依頼があった場合において、当該輸送において予



15 

 

 

２ 自衛隊の任務遂行に必要な権限に基づく活動 

（１）自衛隊の武器等の防護（隊法第 95 条） 

自衛隊は隊法第 87 条により任務の遂行に必要な武器を保有することができます。自

衛隊の保有する武器等は我が国の防衛力を構成する重要な物的手段であり、これら武

器等が奪取又は破壊される危険があります。自衛隊が任務を遂行するにはこれら武器

等を防護する必要があり、警護や防護の対象となる武器等及びこれを警護あるいは武

器等を操作している自衛官等を防護するために武器の使用が認められています。ただ

し、武器を使用できるのは他に手段のないやむを得ない場合に限られており、しかもそ

の事態に応じ合理的に必要と判断される限度としていわゆる「警察比例の原則」による

ことが明らかにされています。また、人に危害を与えることが認められるのは、「危害

許容要件」として刑法第 36 条（正当防衛）又は第 37 条（緊急避難）に該当する場合

に限られています。自衛隊の武器等の防護による武器の使用は、あくまでも自衛隊の武

器等を奪取、破壊しようとする行為からこれらを防護するための極めて受動的かつ限

定的な行為であることから、それが日本の領域外で行われたとしても憲法９条第１項

で禁止された「武力の行使」には該当しないと整理されています。 

根拠法規 規定する内容の抜粋 

隊法第 95 条 

（武器等の防護のための

武器の使用） 

自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車

両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料（以下「武

器等」という。）を職務上警護するに当たり、人又は武器等

を防護するため必要であると認める相当の理由がある場

合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で

武器を使用することができる。ただし、刑法第 36 条又は

第 37 条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはなら

ない。 

 

（２）米国軍隊等の部隊の武器等の防護（隊法第 95 条の 2） 

2015 年（平成 27 年）に改定された日米防衛協力のための指針（ガイドライン）の実

効性を確保するための取り組みとして、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動

に現に従事している米軍等の部隊の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するた 

 想される危険及びこれを避けるための方策について外務大

臣と協議し、当該方策を講ずることができると認めるとき

は、当該邦人の輸送を行う」ことができる。 
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